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調達要求番号：４ＭＣ０１Ｃ２００１１  

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書 

物品番号  仕 様 書 番 号 

 

毛布一般外注洗濯（日高） 

 

ＮＱ－Ｚ２１００５８ 

作    成 令和 ５年 ４月１７日 

変    更 令和    年    月    日 

作成部隊等名 北 海 道 補 給 処      

 

1  総則 

1.1 適用範囲 

 この仕様書は，北海道補給処日高弾薬支処における毛布一般外注洗濯について規定する。 

1.2 用語及び定義 

 この仕様書で用いる用語及び定義は、ＧＬＴ―ＣＧ―Ｚ０００００１による。 

1.3 引用文書 

 この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成

すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。 

ａ） クリーニング業法（昭和２５年 法律第２０７号） 

ｂ） 仕様書 

     ＧＬＴ-ＣＧ-Ｚ０００００１陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書 

   ＧＬＴ-ＣＧ-Ｚ５００００２陸上自衛隊外注整備共通仕様書 

 

2 洗濯に関する要求 

2.1 洗濯要領 

 寝具類の洗濯は、調達要領指定書で指定する場合を除き、クリーニング業法（昭和２５年 法律第

２０７号）に基づき実施するものとする。 

2.2 洗濯方法 

 洗濯方法は、調達要領指定書で指定する場合を除き、ウェットクリーニングとするものとする。 

2.3 仕上げ 

５枚単位を基準に梱包するものとする。 

 

3 品質保証 

 監督及び検査は、ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１によるほか、契約担当官等の定める監督・検査実

施要領による。 

 

 

4 出荷条件 

 包装及び包装表示は、調達要領指定書で指定する場合を除き、ＧＬＴ-ＣＧ-Ｚ５００００２による。 
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5 その他の指示 

ａ）洗濯品の搬出及び搬入は、請負業者負担とする。 

ｂ）物品の受払い手続きは、受領書、納品書により行うものとする。 

ｃ）洗濯品の請負業者保管中の事故は、請負業者の責任とする。 

 

6 秘密保全など 

秘密保全は、ＧＬＴ―ＣＧ―Ｚ５００００２による。 

 

7  整備作業間の作業中止事項 

 整備作業の中止については、ＧＬＴ―ＣＧ―Ｚ５００００２による。 


